
令和６（２０２4）.8.5 6小平市公式LINE
（＠kodairacity）

小平市公式X（旧Twitter）
（＠kodaira_tokyo）

小平市公式Instagram
（＠kodaira_city）

小平市公式YouTube
（プチ田舎 東京都小平市）

小平市公式アカウントで
情報を発信しています。
ぜひ、ご登録ください。

公民館の講座・イベント
d…日時　s…費用　t…対象　c…定員　n…内容　k…講師
y…保育定員、オリエンテーション日程　e…持ち物
h…小平市ホームページの申込みフォームでの申込み可
m…申込期限と実施場所
A…電子メールでの申込み可（Akominkan-koza@city.kodaira.lg.jp）

※�電子メールで申し込む場合には住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、件名に講座
名を入力のうえ送信。申込み期限の翌日までに確認メールが届かない場合は、お問い合
わせください。
※�保育は市内在住の満 ６か月から就学前まで。希望する場合には、こどもの氏名（ふりが
な）、性別、生年月日と保育落選時の受講の可否もお知らせください。
※�詳しくは、公民館のチラシや小平市ホームページ（ID４３７４１）をご覧ください。

金曜市民劇場　野ばら　先着順
d ８ 月１６日（金）　午後 ２時から
n �ハンガリー動乱の難民の孤児を主人公に、ウィーン少年合唱団の生活を、美しいオ
ーストリアの風景のなかに描く

m 当日、中央公民館へ☎０４２（３４１）０８６１

文化・教養講座　誰でも簡単　家事トレーニング　（全 ２回）　抽選・A
d ９ 月１２日・１９日の木曜日　午前１０時～正午（１９日は午後 １時まで）
s １，０００円
t 市内在住でおおむね６０歳以上の男性
n 洗濯物の畳み方やしわ伸ばしの方法、簡単にできるごはん作りを学ぶ
k 尾上元彦さん（男の家事教室・カジオス代表）
e Tシャツ、Yシャツ、エプロン、三角巾、タオル
m ８ 月２９日（木）まで（月曜日を除く）に、中央公民館へ☎０４２（３４１）０８６１

文化・教養講座　毛筆に親しもう　書道大人の学びなおし　（全 ５回）　抽選
d ９ 月１７日～１０月１５日の火曜日　午前１０時～正午
t 市内在住・在勤・在学の方　　
c １５人
n 書道を基礎から学び、筆文字の美しさに触れる
k 原嶋祥苑さん（書道家）
e 太筆、小筆、墨汁、すずり、文鎮、下敷き、半紙
m ９ 月 ３ 日（火）まで（日曜・月曜日、祝日を除く）に、上水南公民館へ☎０４２（３２５）４１３３

文化・教養講座　お部屋に彩りを　気軽にいけばな　（全 ５回）　抽選
d ９ 月１３日～１０月１８日の金曜日（１０月１１日を除く）　午前１０時３０分～正午
s ５，０００円　t 市内在住・在勤・在学の方
n 花を知り、自由な発想で楽しみながら季節の花をあしらう
k 寺﨑鄕さん（花士）
y ５ 人、 ９月 ６日（金）
e 花切りばさみ
m �８ 月２８日（水）まで（日曜・月曜日、祝日を除く、午後 ５時まで）に、花小金井北公民館
へ☎０４２（４６２）５７９０

健康づくり講座　ボッチャを楽しもう　（全 ４回）　抽選
d ９ 月１２日・２６日、１０月１０日・２４日の木曜日　午前１０時～正午
c １２人
n �障がいの有無に関わらず、こどもからシニアまで一緒にボッチャを楽しむ
k ボッチャ上宿
e 飲み物、タオル
m ８ 月２７日（火）まで（日曜・月曜日、祝日を除く）に、上宿公民館へ☎０４２（３４５）１１６４
子育て支援講座　こだママフェスをやってみよう　（全 ４回）　抽選
d ９ 月１４日・２８日、１０月１２日・２６日の土曜日　午後 ２時～ ４時
c ２０人
n �子育てに関わる方が楽しめる祭典の企画・運営を考える
k 千田寿子さん（ハッピーママスクラップ代表）
e 筆記用具、飲み物
m ８ 月２７日（火）まで（日曜・月曜日、祝日を除く）に、上宿公民館へ☎０４２（３４５）１１６４
文化・教養講座　中世人との対話～「徒然草」を読む～　（全 ５回）　抽選・h
d ９ 月１７日～１０月１５日の火曜日　午前１０時～正午
t 市内在住・在勤・在学の方　c １６人
n �兼好法師の説くユーモラスな人生論がたくさん詰まった徒然草を読み、昔の人の考えに
触れる

k 川上知里さん（東京学芸大学講師）　y １０人、 ９月１０日（火）
e 徒然草、筆記用具　h ID１１２４８０
m �８ 月３０日（金）までに、申込みフォームまたは電話（日曜・月曜日、祝日を除く、午前 ９
時〜午後 ５時）で小川公民館へ☎０４２（３４３）３６２０

健康づくり講座　初めてでも楽しめるポールウォーキング　（全 ４回）　抽選
d ９ 月１９日～１０月１０日の木曜日　午前１０時～正午　s ９００円
t 市内在住・在勤・在学の方　c １５人
n �習慣化することで姿勢の改善、ダイエット、筋力アップなどが見込めるポールウォーキ
ングや、ポールを使ったエクササイズを楽しく体験する

k 瀧映子さん（日本ポールウォーキング協会マスターコーチプロ）
e 飲み物
　 ※動きやすい服装、靴で参加してください。
m ９ 月 ５ 日（木）まで（月曜日を除く）に、津田公民館へ☎０４２（３４２）０８６３
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問合せ
子育て支援課児童手当制度改正専用ダイヤル
☎０４２（３１２）１４４９（平日午前８時３０分〜午後５時）

令和６年１０月（１２月支給）分令和６年１０月（１２月支給）分からから
児童手当児童手当がが拡充拡充

以下のいずれかに該当する方が、手当の受給または増額を受けるには、
手続きが必要です。

▷高校生年代の児童のみを養育している
▷所得上限超過により、児童手当を受給していない
▷大学生年代を含むお子さんを３人以上養育している

送付された案内、小平市ホームページ（ID１１１８８６）をご覧のうえ申
請いただくか、お問い合わせください。

対象となる可能性のある方には、案内を７月下旬に送付しましたが、受
給者の方のお仕事や、対象となるお子さんの通学などの事情により、住民
票上の世帯が別となっている場合などは、市から案内が送付されません。

手続きが必要な方

◇所得制限の撤廃
◇支給対象年齢が、中学生までから高校生年代まで延長
◇第３子以降の手当月額を、１万５,０００円から３万円に増額
　（第３子以降の加算のカウント対象を、高校生年代までから大学生年
　  代までに変更）
◇振込月が年３回から年６回（偶数月）に変更

※�高校生年代は、１５歳到達後の最初の年度末を経過した後、１８歳到達後の最
初の年度末まで。
※�大学生年代は、１８歳到達後の最初の年度末を経過した後、２２歳到達後の最
初の年度末まで。

拡充・変更内容

▷すでに児童手当、特例給付を受給しており、今年度末までに市内在住
の１８歳になるお子さんのみを養育している方
（手当額の改定がある方へは、１０月以降に通知を発送する予定です）

手続きが不要な方


